
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｃ０－２００ 家庭用噴霧器 

 
D-CLASS4 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｃ０－２０ 全 家庭用噴霧器 

Ｃ０－２０Ａ 全 家庭用噴霧器（ひしゃく型） 

Ｃ０－２０Ｂ 全 家庭用噴霧器（ガン型） 

Ｃ０－２０Ｃ 全 家庭用噴霧器（口吹き型） 
D-CLASS5 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ４－７４０ 包装用容器（吐出具付型） 

Ｋ０－３２０Ａ 塗装機（噴霧型） 

Ｋ３－１３１０ 農薬散布機 
D-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D-CLASS7 

この分類に含まれる物品 

家庭用噴霧器   

   
D-CLASS8 

定義 

再使用を前提とし、主たる用途を特定しない汎用性のある家庭用の噴霧器を分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

D-CLASS9 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

① 部品及び付属品に関しては、特定用途の噴霧器のものであっても汎用の噴霧器の部品及び付属品と

共通するものはＣ０－２９０へ分類する。 

② 包装用容器（吐出具付型）（Ｆ４－７４０）のうち、ガンタイプのものはＣ０－２００に分類する。＜Ｈ15.12.9 修

正＞ 

③ 再使用を前提としたハンディタイプのもので、特に特殊な使用形態ではなく、家庭用噴霧器タイプをとっ

ている「理美容用噴霧器」及び「医療用噴霧器」はＣ０－２００に分類する。 

④ スプレーガン部とポンプ部が分離した形状の農業用・園芸用噴霧器は規模も大きく、家庭用噴霧器に分

類されている他の噴霧器との関連もないのでＫ３－１３１０に分類する。この場合はポンプ部本体もＫ３

－１３１０に分類する。但しポンプ部分離タイプのスプレーガン部はＣ０－２００～２９１に分類を据え置く

こととする（Ｋ３に限らない）。 
D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

噴霧器付き包装用容器 包装用噴霧器  

 

C0-200 登録 1043779 
家庭用噴霧器 

C0-200 登録 996114 
家庭用噴霧器 

C0-200A 登録 1151254 
家庭用噴霧器 


